
 
 

 

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 令

和

八

年

四

月

十

六

日 

参
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
令
和
八
年
五
月
に
広
島
市
で
開
催
さ
れ
る
第
四
十
八
回
南
極
条
約
協
議
国
会
議
に
お
い
て
、
環
境
保
護
に
関
す
る
南
極
条

約
議
定
書
附
属
書
Ⅵ
の
発
効
に
向
け
た
取
組
を
共
有
し
、
環
境
保
護
に
関
す
る
南
極
条
約
議
定
書
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施

の
た
め
、
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
。 

 

二
、
南
極
地
域
に
お
け
る
観
光
の
活
発
化
に
よ
り
、
環
境
上
の
緊
急
事
態
が
発
生
す
る
蓋
然
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、

南
極
地
域
の
環
境
保
全
に
つ
い
て
、
旅
行
業
者
及
び
観
光
客
に
対
す
る
周
知
啓
発
の
更
な
る
充
実
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

南
極
地
域
の
環
境
保
全
を
図
る
た
め
、
観
光
へ
の
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

 



三
、
本
法
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
た
め
、
環
境
上
の
緊
急
事
態
に
つ
い
て
、
南
極
条
約
協
議
国
会
議
等
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る

過
去
の
事
故
の
事
例
を
含
め
、
引
き
続
き
知
見
を
収
集
し
つ
つ
、
南
極
地
域
と
い
う
特
殊
な
環
境
で
起
き
得
る
事
態
と
そ
の

対
応
措
置
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
し
、
本
法
の
実
効
性
担
保
に
必
要
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
計
画
的
に
作
成
す
る
こ
と
。
ま
た
、

作
成
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
各
締
約
国
の
国
内
実
行
の
参
考
と
な
る
よ
う
情
報
共
有
を
行
う
と
と
も
に
、
南
極

地
域
の
自
然
環
境
及
び
観
光
客
の
増
加
等
社
会
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
た
見
直
し
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
。 

 

四
、
本
法
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
南
極
地
域
へ
の
環
境
省
職
員
の
派
遣
を
引
き
続
き
実
施
し
、
南
極
地
域
に
お
け
る
観

測
活
動
に
伴
う
廃
棄
物
等
の
適
切
な
処
理
の
確
認
等
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。
ま
た
、
南
極
地
域
の
環
境
保
全
に
継
続
し
て

取
り
組
む
専
門
的
な
人
材
の
育
成
・
確
保
等
、
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

 

五
、
我
が
国
の
南
極
地
域
観
測
事
業
が
気
候
変
動
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
汚
染
等
に
よ
る
地
球
環
境
へ
の
影
響
の
調
査
に
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
継
続
的
な
事
業
実
施
の
た
め
の
体
制
の
充
実
及
び
南
極
観
測
船
「
し
ら
せ
」
の
後
継

船
も
含
む
予
算
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。 



 

右
決
議
す
る
。 


